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２ 具体的内容 

 以下、各項目について具体的な内容を例示するが、例示した事項は

あくまで各地域で分類基準を策定する際の参考例となるものである。

したがって、どの事項を採用するかは地域の実情に応じて決定される

べきものであり、全ての事項に従って分類しなければならないという

ものではない。 

 

（１）緊急性 

生命に影響を及ぼすような、緊急性が高い傷病に対するもの。 

 

（ア） 重 篤  

   特に重症度・緊急度が高く、生命への影響が極めて大きいも

の。医療資源を特に投入できる救命救急センター等の医療機関

に搬送する必要があるものについて分類することが考えられる。 

  ・ 重篤感あり 

  ・ 心肺機能停止 

  ・ 容体の急速な悪化・変動 

 

 

 

（イ）症状・病態等によって重症度・緊急度「高」となるもの 

重症度・緊急度が高く、救命救急センター等の医療機関とと

もに、状況に対応できる医療機関に搬送することが必要なもの。 

 


